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2025年12月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ 

 

当社は、本日付で2025年12月期決算短信の開示を行いましたが、当該開示が決算期末後50日を超え

た理由及び今後の決算開示につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

株主及び投資家の皆さまをはじめ、取引先及び関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおか

けしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．決算短信の開示が期末後50日を超えた理由  

当社は、2026年２月12日付「特別調査委員会の設置及び2025年12月期通期決算発表の延期に関

するお知らせ」にて公表しましたとおり、2022年12月期第２四半期に商標権譲受取引を実施した

相手方である株式会社Ｒｉｇｈｔ Ｈｅｒｅが当社の連結子会社又は関連当事者であったのでは

ないかという疑義（以下「本件疑義」といいます。）が生じたため、専門的かつ客観的な調査が

必要と判断し、同日付で外部の専門家で構成する特別調査委員会（以下「本特別調査委員会」と

いいます。）を設置し、本特別調査委員会による本件疑義に関する調査に最大限の協力をしてま

いりました。 

その後、2026年４月24日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表し

ましたとおり、本特別調査委員会の調査結果を踏まえ、今回の調査結果で検出された事項につい

て、過年度の連結財務諸表の注記について遡って訂正する必要があると判断し、過去に提出済の

有価証券報告書に記載されている連結財務諸表の注記について訂正することといたしました。 

これら本特別調査委員会の調査の完了、当該調査結果を踏まえた決算手続及び監査法人の監査

手続等に相当の時間を要したことから、2025年12月期の決算発表が期末後50日を超えることとな

りました。 

 

２．今後の予定及び改善への取り組みについて 

当社は、今回の決算開示が遅延したことを厳粛に受け止め、再発防止に努めてまいります。今

後に向けては、決算期末後45日以内に開示できるよう、体制整備と適切な情報開示に取り組んで

まいります。 
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